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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第52期

第３四半期累計期間
第53期

第３四半期累計期間
第52期

会計期間
自平成25年２月１日
至平成25年10月31日

自平成26年２月１日
至平成26年10月31日

自平成25年２月１日
至平成26年１月31日

売上高 （千円） 2,881,377 3,203,889 3,856,895

経常利益 （千円） 152,088 214,314 193,416

四半期（当期）純利益 （千円） 95,914 130,334 118,971

持分法を適用した場合の投資利益 （千円） － － －

資本金 （千円） 238,284 238,284 238,284

発行済株式総数 （株） 2,656,980 2,656,980 2,656,980

純資産額 （千円） 972,093 1,072,697 995,339

総資産額 （千円） 1,435,944 1,781,851 1,385,927

１株当たり四半期（当期）純利益

金額
（円） 36.10 49.06 44.78

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） － － －

１株当たり配当額 （円） 10.00 10.00 20.00

自己資本比率 （％） 67.7 60.2 71.8

営業活動によるキャッシュ・フ

ロー
（千円） 32,559 324,674 77,100

投資活動によるキャッシュ・フ

ロー
（千円） 10,247 △1,646 8,854

財務活動によるキャッシュ・フ

ロー
（千円） △200,410 △115,438 △233,431

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（千円） 693,036 910,752 703,163

 

回次
第52期

第３四半期会計期間
第53期

第３四半期会計期間
 

会計期間
自平成25年８月１日
至平成25年10月31日

自平成26年８月１日
至平成26年10月31日

 

１株当たり四半期純利益金額 （円) 15.05 13.60  

 （注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため記載しておりません。

４．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

 

２【事業の内容】

 当第３四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

 当第３四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した

事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

 当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

 文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

 

(1）業績の状況

 当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、円安傾向による輸出環境の改善や政府の経済対策の効果により、

緩やかに回復しております。先行きについては、消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動、海外経済の不確実性

による下振れリスクが存在しており、注視していく必要があります。

 当社の顧客企業においては、自動車関連が力強い牽引役となっており、エコカーや燃料電池等の需要も増加し、

製品の変化に伴い、従来の機械設計から、電気・電子やソフトウエア設計開発分野まで技術者要請の幅も広がって

きております。電気機器に関しては、ほぼ下げ止まりした感があります。こうした顧客ニーズに対応するため、営

業・採用体制を強化し、積極的な展開を実行してまいります。

 このような状況の中、当社の技術者派遣事業においては、技術者数、稼働率が前年同期を上回ったことに加え、

学卒技術者を当初の予定より前倒しで配属できたことにより、稼働人員は前年同期を上回りました。また、高いス

キルを有する技術者の高付加価値な業務への配属が進捗したことに加え、平成26年４月入社の学卒技術者の質が向

上したことにより、技術者単価は前年同期を上回りました。労働工数についても、残業時間の増加等の影響により

前年同期を上回りました。請負事業においては、技術者を派遣事業へ戦略的にシフトしたことに伴い、受注高が減

少いたしました。

 これらの結果、当第３四半期累計期間の売上高は3,203,889千円（前年同期比11.2％増）、営業利益は208,870千

円（前年同期比41.1％増）、経常利益は214,314千円（前年同期比40.9％増）、四半期純利益は130,334千円（前年

同期比35.9％増）となりました。

 

(2）キャッシュ・フローの状況

 当第３四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は前事業年度末に比べ207,589

千円増加し、910,752千円となりました。

 当第３四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

 営業活動の結果得られた資金は、324,674千円（前年同期比292,114千円増）となりました。これは主に、売上債

権の増加額119,849千円、法人税等の支払額71,192千円があったものの、税引前四半期純利益214,314千円、賞与引

当金の増加額173,439千円、未払消費税等の増加額84,497千円があったことによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

 投資活動の結果使用した資金は、1,646千円（前年同期は10,247千円の獲得）となりました。これは主に、無形

固定資産の取得による支出2,010千円があったことによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

 財務活動の結果使用した資金は、115,438千円（前年同期比84,971千円減）となりました。これは主に、長期借

入金の返済による支出62,985千円、配当金の支払額52,427千円があったことによるものであります。

 

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

 当第３四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

(4）研究開発活動

 該当事項はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 9,000,000

計 9,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成26年10月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成26年12月10日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 2,656,980 2,656,980

東京証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

単元株式数100株

計 2,656,980 2,656,980 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数(株)

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成26年８月１日～
平成26年10月31日

－ 2,656,980 － 238,284 － 168,323

 

（６）【大株主の状況】

 当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

 当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成26年７月31日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。
 

①【発行済株式】

平成26年10月31日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式       400 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 2,655,600 26,556 －

単元未満株式 普通株式       980 － －

発行済株式総数 2,656,980 － －

総株主の議決権 － 26,556 －

 （注）「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式７株が含まれております。

 

②【自己株式等】

平成26年10月31日現在
 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

株式会社アルトナー
兵庫県尼崎市西大物町

５番２号
400 － 400 0.02

計 － 400 － 400 0.02

 

２【役員の状況】

 該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について
 当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号。以下「四半期財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

 なお、四半期財務諸表等規則第４条の２第３項により、四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しております。

 

２．監査証明について
 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間（平成26年８月１日から平成26

年10月31日まで）及び第３四半期累計期間（平成26年２月１日から平成26年10月31日まで）に係る四半期財務諸表に

ついて、有限責任あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について
 当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】

（１）【四半期貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前事業年度

(平成26年１月31日)
当第３四半期会計期間
(平成26年10月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 703,163 910,752

受取手形及び売掛金 421,625 541,474

仕掛品 1,067 597

原材料及び貯蔵品 2,557 2,385

その他 58,883 133,912

貸倒引当金 △2,500 △3,200

流動資産合計 1,184,796 1,585,923

固定資産   

有形固定資産 88,170 85,091

無形固定資産 18,600 18,064

投資その他の資産   

敷金及び保証金 59,096 58,485

その他 35,263 34,286

投資その他の資産合計 94,360 92,771

固定資産合計 201,130 195,927

資産合計 1,385,927 1,781,851

負債の部   

流動負債   

1年内返済予定の長期借入金 70,485 7,500

未払法人税等 40,035 136,343

賞与引当金 41,675 215,114

その他 150,810 266,090

流動負債合計 303,005 625,047

固定負債   

退職給付引当金 87,572 84,094

その他 10 10

固定負債合計 87,582 84,105

負債合計 390,587 709,153

純資産の部   

株主資本   

資本金 238,284 238,284

資本剰余金 168,323 168,323

利益剰余金 587,836 665,039

自己株式 △220 △246

株主資本合計 994,224 1,071,401

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,115 1,296

評価・換算差額等合計 1,115 1,296

純資産合計 995,339 1,072,697

負債純資産合計 1,385,927 1,781,851
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（２）【四半期損益計算書】

【第３四半期累計期間】

  （単位：千円）

 
前第３四半期累計期間
(自　平成25年２月１日
　至　平成25年10月31日)

当第３四半期累計期間
(自　平成26年２月１日
　至　平成26年10月31日)

売上高 2,881,377 3,203,889

売上原価 1,936,513 2,182,920

売上総利益 944,863 1,020,968

販売費及び一般管理費 796,877 812,098

営業利益 147,985 208,870

営業外収益   

受取利息 13 13

受取配当金 89 96

受取手数料 405 394

研修教材料 453 686

保険配当金 3,195 997

助成金収入 2,230 2,231

その他 1,520 1,618

営業外収益合計 7,908 6,037

営業外費用   

支払利息 1,884 449

その他 1,921 144

営業外費用合計 3,806 593

経常利益 152,088 214,314

税引前四半期純利益 152,088 214,314

法人税、住民税及び事業税 65,616 166,721

法人税等調整額 △9,442 △82,741

法人税等合計 56,174 83,979

四半期純利益 95,914 130,334
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：千円）

 
前第３四半期累計期間
(自　平成25年２月１日
　至　平成25年10月31日)

当第３四半期累計期間
(自　平成26年２月１日
　至　平成26年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 152,088 214,314

減価償却費 6,431 5,924

貸倒引当金の増減額（△は減少） 400 700

賞与引当金の増減額（△は減少） 20,498 173,439

退職給付引当金の増減額（△は減少） 12,853 △3,477

受取利息及び受取配当金 △102 △109

支払利息 1,884 449

未収入金の増減額（△は増加） 3,217 2,815

売上債権の増減額（△は増加） △68,084 △119,849

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,559 642

未払消費税等の増減額（△は減少） △13,470 84,497

未払金の増減額（△は減少） △14,350 △7,393

その他 26,256 44,201

小計 130,182 396,155

利息及び配当金の受取額 102 109

利息の支払額 △1,803 △398

法人税等の支払額 △95,921 △71,192

営業活動によるキャッシュ・フロー 32,559 324,674

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △1,087 －

無形固定資産の取得による支出 △763 △2,010

敷金及び保証金の差入による支出 △471 △717

敷金及び保証金の回収による収入 12,588 1,328

投資有価証券の取得による支出 － △227

その他 △19 △19

投資活動によるキャッシュ・フロー 10,247 △1,646

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △109,127 △62,985

自己株式の取得による支出 － △25

配当金の支払額 △91,283 △52,427

財務活動によるキャッシュ・フロー △200,410 △115,438

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △157,602 207,589

現金及び現金同等物の期首残高 850,639 703,163

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 693,036 ※ 910,752

 

EDINET提出書類

株式会社アルトナー(E05717)

四半期報告書

 9/13



【注記事項】

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前第３四半期累計期間

（自 平成25年２月１日
至 平成25年10月31日）

当第３四半期累計期間
（自 平成26年２月１日
至 平成26年10月31日）

現金及び預金勘定 693,036千円 910,752千円

現金及び現金同等物 693,036千円 910,752千円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ 前第３四半期累計期間（自平成25年２月１日 至平成25年10月31日）

配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年４月25日

定時株主総会
普通株式 66,415 25.00 平成25年１月31日 平成25年４月26日 利益剰余金

平成25年９月６日

取締役会
普通株式 26,566 10.00 平成25年７月31日 平成25年10月７日 利益剰余金

 

Ⅱ 当第３四半期累計期間（自平成26年２月１日 至平成26年10月31日）

配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年４月24日

定時株主総会
普通株式 26,566 10.00 平成26年１月31日 平成26年４月25日 利益剰余金

平成26年９月８日

取締役会
普通株式 26,565 10.00 平成26年７月31日 平成26年10月６日 利益剰余金

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

 当社の報告セグメントは単一であるため、記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

 １株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期累計期間

（自 平成25年２月１日
至 平成25年10月31日）

当第３四半期累計期間
（自 平成26年２月１日
至 平成26年10月31日）

１株当たり四半期純利益金額 36円10銭 49円06銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 95,914 130,334

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 95,914 130,334

普通株式の期中平均株式数（株） 2,656,617 2,656,585

 （注） 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

 該当事項はありません。

 

２【その他】

 平成26年９月８日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

(イ）配当金の総額………………………………………26,565千円

(ロ）１株当たりの金額…………………………………10円00銭

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成26年10月６日

（注） 平成26年７月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行っております。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
 

 該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成26年12月９日

株式会社アルトナー

取締役会 御中

 

有限責任 あずさ監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 浅井 愁星   印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 中畑 孝英   印

 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社アルト

ナーの平成26年２月１日から平成27年１月31日までの第53期事業年度の第３四半期会計期間（平成26年８月１日から平成

26年10月31日まで）及び第３四半期累計期間（平成26年２月１日から平成26年10月31日まで）に係る四半期財務諸表、す

なわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書、四半期キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを

行った。

 

四半期財務諸表に対する経営者の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に

表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四

半期レビューを行った。

 四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

 当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社アルトナーの平成26年10月31日現在の財政状態並びに同日をもって終

了する第３四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべて

の重要な点において認められなかった。

 

利害関係

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以 上

 

 （注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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